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（仮称）木更津市彩り豊かな個性が集う多様性のあるまちづくり条例（素案） 

 

令和４年３月 日 

条例第 号 

 

 すべての人は、生まれながらにして個人として尊重され、人種、国籍、信条、性別、性的指

向、性自認、出身、職業、経歴、年齢、疾病、障害、経済状況や家族のかたちに関係なく、自

分らしく生きることが保障されています。 

 しかしながら、私たちが暮らしている社会には、今もなお、差別や排除、虐待、様々な嫌が

らせやいじめ等の人権侵害が生じています。さらには社会環境の変化や大規模な自然災害の

発生、予期せぬ感染症のまん延や先行き不透明な経済状況等が、多くの人に生きづらさをも

たらし、格差社会の拡大とともに他者への不寛容さを増大させています。また、インターネ

ット等の情報通信を利用した心ない情報の拡散は、あらゆる差別の解消や多様性に配慮した

まちづくりの推進に取り組む私たちに新たな課題を投げかけています。 

 こうした中、本市では、「木更津市人と自然が調和した持続可能なまちづくりの推進に関

する条例」（平成28年条例第28号）第３条に規定するオーガニックなまちづくりの基本理念

において、「多様なあり方を認め合い、支え合う、自立した地域社会の仕組みを構築するこ

と」を掲げ、多様性に配慮した共生社会の実現に向けた取組を進めてきましたが、私たちを

取り巻く社会経済情勢が大きく変化する中、これまでの取組を深化及び加速化し、この変化

に的確に対応していかなければなりません。 

 そこで、私たちは、市民一人一人が個人として尊重され、多様性を認め合い、互いを思い

助け合いながら、自分らしく安心して暮らし働くことのできる社会を、木更津市において実

現するために歩み続けることを決意し、この条例を制定します。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、共生社会づくりの基本理念を定め、市の責務並びに市民及び団体の役

割を明らかにするとともに、男女共同参画及び多文化共生を推進する施策の基本となる事

項を定めることにより、市、市民及び団体が協力しながら、市民一人一人が、お互いを尊

重し合い、支え合い、多様性を認め、自らが望む形で社会との関わりを持ち、生涯にわた

って安心して自分らしく暮らすことのできる社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 共生社会 市民一人一人が、お互いを尊重し合い、支え合い、多様性を認め、自ら

が望む形で社会との関わりを持ち、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことので

きる社会をいう。 

(２) 市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。 

(３) 団体 市内において事業活動、市民活動その他の活動を行うものをいう。 

(４) 男女共同参画 全ての人が、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動

に参画する機会が確保され、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することが

できることをいう。 
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(５) 多文化共生 全ての人が、国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的違いを認め合

い、対等な関係を築こうとしながら、共に生きていくことをいう。 

(６) 合理的配慮 共生社会の実現に当たって、市民が日常生活又は社会生活を営む上で

障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもののうち、市民

が現に解消を必要とする障壁を解消するための必要かつ適当な措置であって、当該措置

に伴う負担が過重でないものをいう。 

（基本理念） 

第３条 共生社会の実現に向けた取組の推進は、市、市民及び団体が、それぞれの責務又は

役割を果たし、相互に協力しながら、次に掲げる理念（以下「基本理念」という。）に基づ

き、行うこととする。 

(１) 全ての人が、その個性や多様性を尊重され、自分らしくいられること。 

(２) 全ての人が、お互いを支え合い、助け合うことで、安心して生活できること。 

(３) 全ての人が、社会の一員として、自らが望む形で、あらゆる分野における活動に参

画する機会を確保されること。 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念に基づき、共生社会の実現に向けた取組を推進するための施策を総

合的かつ計画的に実施する責務を有するものとする。 

２ 市は、市職員一人一人が共生の重要性の理解を深めるため、市職員に対して啓発等を実

施するものとする。 

（市民及び団体の役割） 

第５条 市民及び団体は、基本理念にのっとり、共生社会の実現に当たって必要となる認識

や理解を相互に深めるとともに、他の主体と協働して共生社会の実現に努めるものとする。 

（差別的取扱いの禁止） 

第６条 何人も、人種、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、出身、職業、経歴、年齢、疾

病、障害、経済状況や家族のかたち等の属性（以下、「属性」という。）による不当な差別的

取扱いをすることにより、他人の権利利益を侵害してはならない。 

２ 何人も、公衆に表示する情報において、属性の違いを理由とした不当な差別を助長する

ことのないよう留意しなければならない。 

（基本的施策） 

第７条 市、市民及び団体が、基本理念にのっとり、共生社会の実現を目指すに当たり、市

は、次に掲げる施策（以下「基本的施策」という。）を講ずるものとする。 

(１) 共生社会について学び、意識の形成を図るための次に掲げる施策 

ア 学校教育、社会教育その他の教育等の場において、市民及び団体が共生社会につい

て学び、理解を深める機会を提供すること。 

イ 市民及び団体に対して、共生社会の実現に向けて必要な啓発及び広報活動を行うこ

と。 

(２) 十分な情報のやりとりを可能にするための次に掲げる施策 

ア 市が市民及び団体に対して情報提供を行うときは、受け手側の立場になって考える

ことで分かりやすい表現となるよう工夫すること。 

イ 全ての人が、自分の考えを相手に的確に伝えられるよう、公共の場におけるコミュ

ニケーションの手段を多種多様化すること。 



3/3 

(３) 全ての人が、自分らしく安心して暮らせるような多様性に配慮した社会制度等の整

備に努めること。 

(４) 共生の地域づくりを活性化させるための次に掲げる施策 

ア 市民及び団体が本来持っている力を発揮し続けるため、共生社会の実現に資する活

動を実施する市民及び団体との協働を推進すること。 

イ 地域における市民相互の支援体制を整備し、市民それぞれが役割を持ち、支え合い、

役割を入れ替えながら、市民及び団体が地域の生活課題の発見及び対応を可能とする

地域づくりが行われるよう支援に努めること。 

ウ 保健、医療、福祉、教育、就労その他の制度の枠を超え、又は、各制度間の連携を図

りながら、市民に対して包括的かつ総合的な支援を行うこと。 

(５) 共生社会に向けた推進体制の構築及び改善 

２ 市は、基本的施策を通じて、合理的配慮が行われるよう取り組むものとする。 

（計画等への反映等） 

第８条 市は、条例等の制定又は行政計画の策定に当たっては、基本理念を最大限尊重する

とともに基本的施策を踏まえ、制定又は策定するものとする。 

２ 市は、前項の行政計画の実施に当たっては、基本理念の尊重及び基本的施策の実現のた

め、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 市は、第１項の行政計画の評価の実施に当たっては、基本理念及び基本的施策の視点を

含めて評価するものとする。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


